
○登米市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱 

平成28年７月27日 

告示第184号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱（平成21年総行応第38号）に基づき

市内で起業をし、又は事業を引き継ぐ隊員に対し登米市地域おこし協力隊起業支援

補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、登米市補助金等交付

規則（平成17年登米市規則第34号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「隊員」とは、登米市地域おこし協力隊設置要綱（平成25

年登米市告示第128号）第２条の規定により任用されている者及び任用期間が終了し

た日から１年未満の者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる隊員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

ただし、隊員としての任用期間が１年未満の者を除く。 

(1) 任用期間の終了の日前１年以内に市内で起業する者又は事業を引き継ぐ者 

(2) 任用期間の終了の日から１年以内に市内で起業する者又は事業を引き継ぐ者 

２ 補助金の交付は、隊員１人につき１回に限る。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

(1) 市の活性化に資する事業であること。 

(2) 公序良俗に反しない事業であること。 

(3) 風俗営業など公的な資金の使途として社会通念上、不適切と判断される事業で

ないこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費 

(2) 法人登記に要する経費 

(3) 知的財産登録に要する経費 

(4) マーケティングに要する経費 

(5) 技術指導の受入れに要する経費 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、100万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 



（補助金の申請） 

第７条 規則第３条第３項の規定により提出する書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 起業又は事業承継に係る事業計画書 

(2) 見積書の写し又は金額を証明する書類 

(3) 市税の滞納がないことを証明する書類 

（審査委員会） 

第８条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、登米市地域おこし

協力隊起業支援補助金審査委員会（以下「審査委員会」という。）において申請内

容等を審査するものとする。 

２ 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長はまちづくり推進部長をもって充て、副委員長はまちづくり推進部次長を

もって充てる。 

４ 委員は、まちづくり推進部の課長の職にある者及び産業経済部地域ビジネス支援

課長の職にある者をもって充てる。 

５ 審査委員会は、審査結果を市長に報告するものとする。 

６ 市長は、前項の審査結果により、補助金の交付の適否を決定するものとする。 

（交付の条件） 

第９条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

(1) 隊員は、この補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、事業終了後５年間

保管しなければならない。 

(2) 隊員は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、規

則第10条第１項第１号の規定により、市長の承認を受けるものとする。ただし、

次に掲げる重要な変更以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。 

ア 補助金交付決定額の20％以上の減額を伴う変更 

イ 補助対象事業の内容の重大な変更 

（交付決定前着手） 

第10条 補助事業の着手は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。

ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に補助事業に着手する必要があ

るときは、登米市地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定前着手届（様式第１号）

を市長へ提出するものとする。 

（実績報告） 

第11条 規則第13条第１項の規定により添付する書類は、次のとおりとする。 

(1) 請求書及び領収書の写し 

(2) 活動実施状況の写真、資料等 

（処分の制限を受ける財産及び期間） 

第12条 規則第21条第２項の規定により処分の制限を受ける財産及び期間は、減価償



却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に規定する財産及び

期間とする。ただし、処分の制限を受ける期間であっても、災害等やむを得ない場

合にあっては、市長の承認を受け処分することができるものとする。 

（財産管理台帳の整備） 

第13条 補助金の交付を受ける隊員は、補助事業で取得した財産について、登米市地

域おこし協力隊起業支援補助金財産管理台帳（様式第２号）により財産台帳を作成

するものとする。 

２ 前項の規定により財産台帳に登載した財産については、この事業で取得したこと

を表示するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第14条 市長は、規則第17条第１項の規定に定めるもののほか、補助金の交付決定を

受けた隊員が補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して３年を経過する日前

に自己の都合により転出したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す

ことができる。 

（補助金の返還） 

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、別表の左

欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を返還させることができる。 

（遂行状況の報告） 

第16条 補助金の交付決定を受けた隊員は、補助金の交付対象となった事業が完了し

た年度の翌年度から３年間は、市長から事業の遂行状況の報告を求められた場合は、

登米市地域おこし協力隊起業支援補助金遂行状況報告書（様式第３号）により報告

しなければならない。 

（委任） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成28年９月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和７年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則（平成31年１月29日告示第15号） 

この告示は、平成31年３月31日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日告示第67号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月８日告示第36号） 

この告示は、令和４年３月８日から施行する。 

附 則（令和４年３月29日告示第72号） 



この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

別表（第15条関係） 

補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して

転出するまでの期間 

返還額 

１年未満 補助金交付額の100分の100 

１年以上２年未満 補助金交付額の100分の60 

２年以上３年未満 補助金交付額の100分の30 



 



 



 



様式第１号（第10条関係） 

様式第２号（第13条関係） 

様式第３号（第16条関係） 

 


